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１．廃炉・汚染水対策に関する状況
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２．空間線量の推移と環境の改善
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出典：復興庁 福島12市町村の将来像に関する
有識者検討会提言参考資料より抜粋

※本見通しは、様々な仮定を置いた上での推計であるため誤差の発生が避けられない等の要因から、
将来を正確に見通すことは困難であるが、1つの参考試算として示すもの。

2014年

2045年 2055年

2020年 2030年

12市町村全体の物理減衰のみによる空間線量見通し（参考試算）
○ 12市町村全体（＝約2,000k㎡）では、3.8μSv/h（※年間被ばく線量に換算すると20mSv）
超の地域の面積は、平成26年の12％程度から、今後の物理減衰だけでも、30～40年後
には約1％以下に縮小する見通し。
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福島県内の空間線量率の現状 ①空間線量率の推移と測定体制

○福島県内の空間線量率は、平成23年4月に比べ減少してきている。
また、リアルタイム・24時間体制での計測を実施している。

出典：福島県教育旅行パンフレットより復興庁作成
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３．食品の安全・安心の確保に向けた取組
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出荷制限解除までの流れ

出典：「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」原子力災害対策本部(平成29年3月24日）、
福島復興ステーション/復興情報ポータルサイト

モニタリングの結果、基準値を超過する

放射性セシウムを含む農産物等があった
場合には、直ちに県から産出した市町村に
出荷自粛を要請する。

その後、自粛要請した産地とその周辺
地域で該当品目の追加検査を行い、
国（原子力災害対策本部）が出荷制限の
要否や対象区域の判断などを行う。

解除に向けては、たとえば野菜の場合、
1市町村当たり3カ所以上の地点で放射性
セシウムの検査を行うなど、品目ごとに
決まった検査を行う。

出荷制限の解除に当たっては、原則、
直近の1ヶ月以内の検査結果がすべて

基準値以下であり、基準値を超える結果が
出ないことを推定できる場合に解除される。

○モニタリング検査により、基準値を超過する農林水産物については、品目ごとに市町村
単位で出荷を制限しており、市場に流通しないよう措置。

○出荷制限の解除に当たっては、原則、直近の1ヶ月以内の検査結果がすべて基準値
以下であり、基準値を超える結果が出ないことを推定できる場合に解除される。

根拠：検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（原子力災害対策本部平成29年3月24日）

モニタリングから制限解除までの流れ
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被災地産品の販路拡大等

英国ケンブリッジ公爵殿下
をお招きした福島県産品を
活用した歓迎夕食会
平成27年2月28日（福島県
磐梯熱海温泉）

（写真提供：内閣広報室）

大田市場におけ
る内堀知事のトッ
プセールス
(平成28年7月、
東京都）

「復興フォーラムin大阪」

福島の現状や魅力の情
報発信・展示販売・観光Ｐ
Ｒを行うイベントを開催
（平成29年6月11日・12日、

大阪府）

○ 平成29年5月現在において、「食べて応援しよう！」の趣旨に賛同して行われた、民間企業等による被災地産食品
の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組の報告件数は累計1,564件。平成28年10月には、復興庁、
農水省、経産省の連名で、産業界での福島県をはじめとする被災地産品の流通・販売促進や企業マルシェの開催
等一層の協力を要請。

○ テレビCM等のメディアを活用した広報や知事のトップセールス等による戦略的なPRを展開。平成29年1月に福島
県が開催した食品流通関係者向けの商談会では、158件の個別商談を実施。

○ 今後、関係省庁と連携して水産加工品の販路拡大、輸出促進に係る取組を更に推進。
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福島県が食品流通
関係者向けの商談
会を開催
（平成29年1月、東
京都）



４．観光復興に関する取組
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福島県における観光関連復興支援事業

○原発事故に伴う風評被害により観光関連産業は甚大な被害を被っている。
○福島県において、観光関連産業は基幹産業であり、観光による経済波及効果の裾野は広いことか

ら、観光復興は早期復興を促進するために非常に重要な役割。

（１）国内プロモーション

① 交流・風評払拭イベントの開催
② 観光アドバイザーの派遣
③ 観光の基礎力づくりに向けた人材育成等

（２）教育旅行再生
① 震災語り部のスキルアップ
② 関係者の招へい、モニターツアーの実施
③ 教育旅行専門誌等を利用したプロモーション

（３）海外プロモーション
海外プロモーションは、平成28年度からは、
新設する東北観光復興対策交付金による
支援に移行

福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風評被害対策及び
震災復興に資する国内観光関連事業に対して補助を行う。

１．背 景

２．取組内容
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○観光地ブランド周遊観光推進事業

“温泉”、“食”をテーマに、県内の
観光地、施設を巡るクーポン付
スタンプラリーを実施し、周遊観光
の振興を図る。

○教育旅行再生事業

福島県への教育旅行を検討している
学校教員を招へいし、これまでに
造成した学習プログラム等を体験

してもらい、教育旅行の誘致を促進
する。

【実施事業例（平成28年度）】





５．輸入規制の撤廃等に向けた取組
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福島第一原発事故後の輸入規制に係る各国政府への働きかけ

【日・シンガポール首脳会談 (平成26年5月）】
福島県産品（一部を除く）の輸入停止解除を発表

○首脳・閣僚等ハイレベルで規制緩和・撤廃を申し入れ。
○各国・地域毎の事情に応じ、在外公館から申し入れを実施。
○復興状況等の理解促進のためのPR事業や招聘事業等を実施。
今後も科学的根拠に基づく規制の緩和・撤廃を粘り強く働きかけていく。
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【海外の報道関係者招へい】
ＡＳＥＡＮ記者１０名によるイチゴ農家取材

（福島県郡山市）


